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別紙「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部

を改正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。 

 

 
 
  



厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を

改正する告示案要綱 

 

１ 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部改正 

（１）外国人雇用状況届出において、特定技能の在留資格をもって在留する

外国人について、特定産業分野の届出を不要とする。 

（２）外国人雇用状況届出において、特定活動の在留資格をもって在留する

外国人について、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動の届

出を不要とする。 

（３）その他所要の改正を行う。 

 

２ 施行期日等 

（１）この告示は、令和九年四月一日から施行する。ただし、１の（３）の

一部については、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

（令和六年法律第五十九号）の施行の日（令和八年六月十四日）から施

行する。（附則第一条関係） 

（２）この告示の施行に関し必要な経過措置を定める。（附則第二条関係） 

 

別 紙 


